
令和 5年 5月 1日 

ご利用者 様 

ご家族  様 

 

株式会社あいむ介護サービス 

 

 

新型コロナウィルス 感染症法 5類への移行後の対応について(お願い) 

 

 平素は、当社サービス(訪問介護、デイサービスあいむ、デイサービスあおやま) 

をご利用いただきありがとうございます。 

 さて、5月 8日(月)より新型コロナウィルスが 5類へ移行されます。つきましては

下記のとおり対応させていただきたいと思いますので、ご理解とご協力のほどよろし

くお願いいたします。 

 

記 

 

1 デイサービスをご利用の場合は、これまでどおりマスクの着用をお願いします。 

 

2 訪問介護(ヘルパー)サービスをご利用の場合は、体調不良時に限りマスクの着用を

お願いします。 

 

 

3 デイサービス利用者、訪問介護(ヘルパー)サービス利用者の家族が罹患した場合は、

必ずスタッフまでご連絡ください。利用者ご本人に体調の変化が見られない場合は、

原則サービスの利用が可能です。 

 

4 利用者ご本人が罹患された場合は、インフルエンザ罹患時と同様、発症日から 5日

以上経過、かつ解熱から 2日以上経過後からサービスの利用が可能となります。 

 

 

5 デイサービスにおいては、同時期に複数人(3 人以上)罹患者が発生した場合、サー

ビス提供を見合わせていただく場合があります。 

 

 

以 上   

 


